
　マイナンバー法第９条で規定されている個人番号が利用可能な事務分野は下記のとおりです。

下記に該当しない事務内容に関し、市の条例においてその利用範囲を規定します。

年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。

　→国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務

　→国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員
　　共済法による年金である給付の支給に関する事務

　→確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務

　→独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に
　　関する事務　　等

雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
ハローワーク等の事務等に利用。

　→雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の
　　実施に関する事務

　→労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の
　　実施に関する事務　　等

医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の
給付、生活保護の実施等、低所得者対策の事務等に利用。

　→児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

　→母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立
　　支援給付金の支給に関する事務

　→障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する事務

　→特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務

　→生活保護法による保護の決定、実施に関する事務

　→介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務

　→健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に
　　関する法律による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務

　→独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務

　→公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務　　等

国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部
事務等に利用。

被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。
被災者台帳の作成に関する事務に利用。

　
　

【マイナンバー法で規定されている個人番号利用事務一覧】
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出典：内閣官房 社会保障改革担当室 

            内閣府 大臣官房 番号制度担当


